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本メールまたはファックスが、万一誤ってご登録先以外の方に着信した場合には、お手数ですが次の担当部署までご連絡下さいます様お願

い申し上げます。 〔担当部署〕三井住友信託銀行株式会社 年金信託部  〔電話番号〕03-6256-3595 

 

＜参考＞最低責任準備金のコロガシ利率推移

期間 最低責任準備金

H11 H11.10～H11.12 4.66%

H12 H12.01～H12.12 4.15%

H13 H13.01～H13.12 3.62%

H14 H14.01～H14.12 3.22%

H15 H15.01～H15.12 1.99%

H16 H16.01～H16.12 0.21%

H17 H17.01～H17.12 4.91%

H18 H18.01～H18.12 2.73%

H19 H19.01～H19.12 6.82%

H20 H20.01～H20.12 3.10%

H21 H21.01～H21.12 ▲3.54%

H22 H22.01～H22.12 ▲6.83%

H23 H23.01～H23.12 7.54%

H24 H24.01～H24.12 ▲0.26%

H25 H25.01～H25.12 2.17% ▲10%
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三井住友信託銀行 年金信託部 

 

【厚生年金基金】 

最低責任準備金算定上のコロガシ利率 

本日（平成２４年１２月２８日）、厚生労働省告示第５９８号が公布され、厚生年金基金の

最低責任準備金の算定に用いる平成２５年１月～１２月の間のコロガシ利率を２．１７％とす

ることが告示されました。これは、平成２３年度の厚生年金本体の運用実績に基づいたもので

あり、８月１０日に公表された最低責任準備金（継続基準）の算定に用いる平成２３年４月～

平成２４年３月の間のコロガシ利率と同じ率です。 

（参考：平成24年8月10日配信のSMTB年金ニュース） 

また、解散した特定基金が責任準備金相当額の納付の猶予を受けている場合の平成２５年１

月からの付利利率は、厚生労働省告示第５９９号により０％とされています（平成２０年以前

は最低責任準備金のコロガシ利率と同一、平成２１年～平成２４年は０％）。 

以上 

 

  

      ＳＳＭＭＴＴＢＢ年年金金ニニュューースス  
 

（平成２４年１２月２８日） 

http://www.smtb.jp/business/pension/news/pension/pdf/pennews_120810.pdf

